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東北町秋まつり東北町秋まつり

東北町秋まつり

　東北町秋まつりが、８月28日から31日ま
での４日間にわたって開催されました。
　期間中は、華やかな大型山車８台と上北中
の扇ねぷた２台が、まつり囃子（ばやし）と
ともに練り歩いたほか、仮装大会や流し踊り
大会なども行われ、観客を沸かせました。
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東北町秋まつり

祭 り 囃 子 競 演 会

町　長　賞

観光協会長賞

議会議長賞

商工会長賞

敢　闘　賞

奨　励　賞

努　力　賞

奨　励　賞

上　野

旭　町

新　山

新　町

栄　町

南　町

本　町

花向町
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東北町秋まつり

仮装大会

上北中

流し踊り
大会

旭　町

旭　町

本　町 小川原

南　町

栄　町 町 長 賞

議会議長賞

町 長 賞 観光協会長賞

議会議長賞

十和田おいらせ
農 協 組 合 長 賞
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10･11月の健康カレンダー
問い合わせ先：保健衛生課
東北町保健福祉センター　0175ｰ63ｰ2001
上北保健福祉センター　　0176ｰ56ｰ2933

事 業 名 対　　象　　者 実 施 日 受付時間 実施場所

乳児健診
乳児相談

・３～４カ月児（小児科診察）
　（平成26年６月17日～
　　　　　　　　平成26年７月７日生まれ）
＊対象者には個別通知します

10月27日（月）

12：45 ～
　　13：00

七 戸 病 院
健 康 管 理
セ ン タ ー
（小児科診察と股関節
脱臼検査の日程が別
日になります）

・３～４カ月児（小児科診察）
　（平成26年７月８日～
　　　　　　　　平成26年７月21日生まれ）
＊対象者には個別通知します

11月10日（月）

・股関節脱臼検査
　（平成26年６月３日～
　　　　　　　　平成26年７月７日生まれ）
＊対象者には個別通知します

10月21日（火）
12：00 ～
　　12：15

幼児健診

・２歳６カ月児健診
　（平成24年３月、４月生まれ）

11月11日（火）
12：45 ～
　　13：00

上 北 保 健
福 祉 セ ン タ ー

・５歳児健診
　（平成21年９月生まれ）

10月16日（木）
12：30 ～
　　12：45

東 北 町 保 健
福 祉 セ ン タ ー

・５歳児健診
　（平成21年10月生まれ）

11月６日（木）
12：30 ～
　　12：45

東 北 町 保 健
福 祉 セ ン タ ー

ほがらか
教室

・40歳以上で自分または家族の協力で会場ま
で来られる方

・初めて参加する方は保健師までご連絡くだ
さい。

10月24日（金）
11月７日（金）

９：30 ～
　　12：00

上 北 保 健
福 祉 セ ン タ ー

10月21日（火）
11月５日（水）

９：30 ～
　　12：00

東 北 町 保 健
福 祉 セ ン タ ー

ポテトクラブ
（精神障害
者の集い）

・心の病気を治療中で社会復帰を目指してい
　る方および家族の方
　（初めて参加する方は申請書等の提出が必
　要ですので保健師まで連絡ください。）

10月20日（月）
10：00 ～
　　14：30

東 北 町 保 健
福 祉 セ ン タ ー

つつじ作業所 毎週
月、水、木、金

10：00 ～
　　15：00

中 央 公 民 館

所内健康相談 ・町民

毎週水曜日
９：00 ～
　　15：00

上 北 保 健
福 祉 セ ン タ ー

毎週
火、木曜日

東 北 町 保 健
福 祉 セ ン タ ー

乳幼児健診、予防接種などを受ける際は、母子健康手帳を忘れずにお持ちください。
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　大腸がん検診の精密検査の結果を見てみる
と・・・平成25年度に、大腸がん検診で精密検
査になった方は256人、そのうち「大腸ポリー
プ：101人」「大腸がん（疑い含）：12人」「その
他の所見：29人」「異常なし：48人」でした。
精密検査の結果がでても必ずしも「がん」では
ありません。がん以外の病気がみつかることも
あります。また「がん」が見つかったとしても、
早期であれば治療も早く社会復帰が早くなりま
す。精密検査の結果がでたら、迷わず専門科で
検査をしましょう。
　そして、何よりがん予防のために生活習慣が
大事なのは、いうまでもありません。長寿県で
ある長野県は、青森県より圧倒的に「がん」の
発生率・死亡率が低いのはご存知ですか。その
理由として、喫煙率、肥満者の割合、飲酒率、
野菜摂取率等は長野県の方がいいことが分かっ
ており、これらの生活習慣が大きく関わってい
るようです。年１回のがん検診と「がん」にな
りにくい生活で健康寿命を延ばしましょう。

がん検診
受けっぱなしになっていませんか
　がん検診を毎年受けていても、精密検査に
なったときに受けないという方がいます。なか
でも、大腸がん検診、子宮がん検診で精密検査
の受診率は低いようです。大腸がん検診におい
ては４人に１人は精密検査を受けていないこと
になります。
　＜東北町がん検診精密検査受診率＞
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町の決算町の決算

歳入構成状況（一般会計）

地方交付税
51億4,966万円
35.51%

国庫支出金
32億9,106万円
22.69%

町債
15億4,020万円
10.62%

31億8,889万円
21.99%

町税
15億9,356万円
10.99%

自主財源

県支出金
9億1,012万円　6.28%

歳入総額
145億307万円

100％

113億1,418万円
78.01%依存財源

繰入金
9億640万円　6.25%

繰越金
3億265万円　2.09%

分担金及び負担金
1億2,592万円　0.87%
使用料及び手数料
1億1,771万円　0.81%
その他
1億4,265万円
0.98%

地方譲与税
1億6,041万円　1.11%

地方消費税交付金
1億6,330万円　1.13%

その他
9,943万円　0.69%

　平成25年度の東北町の一般会計と特別会計の決算が、９月定例議会で審査、認定されました。
　一般会計の決算総額は、歳入145億307万円、歳出142億490万円で、このうち翌年度へ
繰り越すべき財源は7,609万円であり、差引き２億2,207万円が実質収支額となりました。
　また、特別会計の決算額は、歳入63億6,809万円、歳出62億8,421万円で、差引き8,388
万円が実質収支額となりました。
　決算は、いわば町の家計簿で、皆さんの納める税金や、国・県からの交付金などがどのくら
い入り、どのような仕事に使われ、私たちの生活に活かされているかを表しています。
　ぜひ目を通してみてください。

平成25年度一般会計・特別会計決算

◎町民1人当たりに使われた町のお金（総額748,951円）
災害復旧費 19,192円
消　防　費 12,628円
議会費ほか 15,856円

平成25年度一般会計歳入

総　務　費

230,095円

民　生　費

147,901円

公　債　費

108,949円

教　育　費

73,850円

土　木　費

79,370円

衛　生　費

36,479円

農林水産業費

24,331円
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町の決算

目的別歳出構成状況（一般会計）

総務費
43億6,581万円 
30.73％

民生費
28億628万円 
19.76%

公債費
20億6,720万円
14.55%

教育費
14億123万円 
9.86%

土木費
15億597万円
10.60%

衛生費
6億9,215万円
4.87%

農林水産業費
4億6,165万円
3.25%

災害復旧費
3億6,415万円
2.56%

消防費
1億8,058万円
1.50％
商工費
2億3,961万円 1.69%
その他
1億1,841万円 0.83%

歳出総額
142億490万円

100％

義務的経費
49億5,150万円
34.86%

投資的経費
40億8,347万円
28.75%

その他
51億6,993万円
36.40%

公債費
20億6,720万円
14.55%

普通建設事業費
37億409万円
26.07%

人件費
12億8,936万円
9.08%

災害復旧事業費
3億7,938万円
2.67%

繰出金
12億2,164万円 
8.60%

物件費
12億8,225万円
9.03%

補助費等
11億131万円
7.75% 積立金

12億6,117万円
8.88%

その他
3億356万円　2.14%

性質別歳出構成状況（一般会計）

扶助費
15億9,493万円
11.23%歳出総額

142億490万円
100％

平成25年度一般会計歳出

予算用語の解説
■町税…皆さんが町に納める
税金
■地方交付税　町の財政力に
応じて国から配分されるお
金
■町債…大きな事業を行うと
きに借りるお金
■国庫・県支出金…事業に対
し国や県から交付される補
助金など
■自主財源…町税や繰入金な
ど町が独自に調達できるお
金
■依存財源…国や県から交付
される地方交付税などによ
る収入
■総務費…町の全般的な事務
経費や財産管理など
■民生費…老人や障害者、児
童などの社会福祉のための
経費
■公債費…事業を行うために
借りたお金の返済金
■教育費…学校の管理や公民
館など教育全般の事務や事
業に使うお金
■土木費…道路を造ったり、
公園を造ったりするなど公
的な施設に使うお金
■衛生費…保健施設やゴミ処
理など衛生的な生活のため
に使うお金

◎町民1人当たりが納めた町税（総額83,987円） 平成25年３月31日現在
人口18,974人で算出

固定資産税

42,620円

町たばこ税

8,467円

軽自動車税

2,503円

入　湯　税

45円

町　民　税

30,352円
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町の決算町の決算

－歳出の主な使いみち－

◎町の特別会計等

区　　　　分 歳入決算額 歳出決算額 歳入歳出差引残額

特
別
会
計

国 民 健 康 保 険 25億9,204万円 25億6,846万円 2,358万円
後 期 高 齢 者 医 療 1億5,165万円 1億5,035万円 130万円
介 護 保 険 24億9,714万円 24億5,313万円 4,401万円
介 護 サ ー ビ ス 事 業 1,656万円 1,616万円 40万円
農 業 集 落 排 水 事 業 1億　909万円 1億　770万円 139万円
公 共 下 水 道 事 業 6億2,975万円 6億2,336万円 639万円
簡 易 水 道 3億7,184万円 3億6,504万円 680万円

企
業
会
計

【収益的収入及び支出】 2億2,959万円 2億2,745万円 214万円
【資本的収入及び支出】 926万円 1億1,304万円 △ 1億　378万円
※資本的収支額の不足分は、当年度分消費税資本的収支調整額と過年度損益勘定留保資金で補てんしました。

【総務費】
■財政調整基金積立金 6億　272万円
■都市再生整備計画事業費 5億2,530万円
■無線放送施設設置事業 4億9,954万円
■地域の元気臨時交付金事業費 4億5,338万円
■補給支処周辺障害防止事業費 4億　137万円
■特定防衛施設周辺整備事業費 2億5,268万円
■地域ミニ計画整備事業費 7,257万円

【民生費】
■総合支援給付事業給付費 3億9,290万円
■後期高齢者医療広域連合負担金（療養給付分）
 2億1,096万円
■特別保育事業実施委託料 7,741万円
■乳幼児～高校生医療給付費 8,301万円
■保育園運営費 7億2,090万円
■児童手当費 2億7,801万円

【衛生費】
■中部上北広域事業組合分担金（病院費）
 6,139万円
■予防接種事業委託料 1,765万円
■健康診査委託料 7,219万円
■中部上北広域事業組合分担金（清掃センター）
 2億3,938万円
■中部上北広域事業組合分担金（衛生センター）
 4,766万円

【農林水産費】
■経営体育成支援事業費補助金 2,762万円
■町営放牧場費 2,827万円
■県営集落基盤整備事業 2,305万円

【商工費】
■町観光協会補助金 2,524万円
■観光施設等管理業務委託料 1,408万円
■商工関係団体補助金 1,977万円

【土木費】
■自然にやさしい住宅リフォーム支援事業補助金
1,427万円
■道路橋梁維持費 8,550万円
■防雪対策費 3億1,647万円
■道路新設改良費 1億3,648万円
■緊急経済対策工事費 4億　946万円
■浄化槽設置整備事業費補助金 3,248万円

【消防費】
■中部上北広域事業組合分担金 1億5,298万円
■消防ポンプ車購入費 4,641万円

【教育費】
■中部上北広域事業組合分担金 1億　718万円
■スクールバス運行業務委託料 6,332万円
■東北中学校改築事業費 3億6,519万円
■陸上競技場改修工事費 2億5,515万円
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町の決算

東北町の財産
－平成25年度末－

■公有財産
　□土地及び建物（行政財産）

区　　　　　分 土地（地積） 建物（延面積）

本　　庁　　舎 8,853㎡ 3,402㎡

分　　庁　　舎 21,246㎡ 3,659㎡

公
共
用
財
産

学 校 293,823㎡ 45,288㎡

公 営 住 宅 89,871㎡ 14,806㎡

公 園 998,950㎡ 21,737㎡

その他の施設 752,543㎡ 58,276㎡

町営共同放牧場 2,797,412㎡ 4,972㎡

そ　　の　　他 160,530㎡ 298㎡

　□山　　林

所　　　　　　　有 4,285,507㎡

　□動　　産

観光グルメ船（19トン） 1艇

浮桟橋 8個

　□有価証券

株
　
券

東北電力株式会社株 89万円

雪印メグミルク株式会社株 81万円

南部縦貫鉄道株式会社株 310万円

青森放送株式会社株 18万円

青い森鉄道株式会社株 2,800万円

株式会社おがわら湖株 800万円

　□出資による権利

青森県土地改良事業団体連合会 20万円

青森県農業信用基金協会 1,439万円

（社）青森県青果物価格安定基金協会 240万円

上十三地区森林組合 314万円

東北町森林組合 75万円

（社）上十三広域農業振興会 727万円

（社）青森県産業振興協会 20万円

（社）青森県畜産協会 460万円

青森県信用保証協会 2,367万円

町土地開発公社 500万円

（財）八戸地域高度技術振興センター 105万円

（財）むつ小川原産業活性化センター 96万円

地方公営企業等金融機構 150万円

（社）あおもり農林業支援センター 3万円

■物　　品

乗用自動車 42台

バス 13台

トラック・軽トラック 18台

消防自動車・消防指令車 19台

除雪用グレーダー 2台

除雪ドーザー 3台

除雪ロータリー 7台

歩行型除雪機 7台

凍結防止剤散布車 1台

原動機付自転車 11台

スノーモービル 2台

トラクター 8台

コンテナ運搬車 2台

ホイールローダ 2台

フォークリフト 3台

ミニバックホー 2台

■基　　金

　□積立基金

ふるさと創生人材育成基金 2,168万円

ふるさと水と土保全対策基金 101万円

財政調整基金 17億1,986万円

減債基金 2億7,802万円

公共施設等整備基金 1億1,001万円

スポーツ振興基金 60万円

地域福祉基金 362万円

下水道事業債償還基金 1,762万円

交通遺児基金 11万円

学校林売払基金 513万円

合併振興基金 12億1,933万円

妊婦健康診査事業基金 1,231万円

乳児医療費助成事業費基金 1,375万円

小学生医療費助成事業基金 1,367万円

ふるさと再生基金 545万円

交通施設整備基金 4,519万円

地域の元気臨時交付金基金 4億3,435万円

　□運用基金

土地開発基金 2億4,476万円

奨学資金貸付基金 2億2,545万円

高額療養費貸付基金 500万円

肉用繁殖牛特別導入事業基金 854万円
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平成25年度決算に係る財政健全化判断比率等
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が、平成19年６月に公布され、平成19年度決算か
ら毎年度決算時に財政の健全化を判断するための指標の公表が義務付けられました。
　平成25年度決算に基づき算定した財政健全化判断比率等をお知らせします。

■平成25年度決算に基づく財政健全化判断比率

健全化判断比率 東北町 早期健全化 
基準

財政再生
基準 説　　　　明

実質赤字比率
（一般会計等を対象とした実質
赤字の標準財政規模に対する比
率）

－ 13.99% 20.00% 実質収支が黒字であるため、本比率
はなしとなります。

連結実質赤字比率
（全会計を対象とした実質赤字
の標準財政規模に対する比率）

－ 18.99% 30.00%
一般会計および一般会計以外の全て
の会計の実質収支計が黒字であるた
め、本比率はなしとなります。

実質公債費比率
（一般会計等が負担する元利償
還金及び準元利償還金の標準財
政規模に対する比率）

12.5% 25.0% 35.0%
実質公債費比率は、早期健全化基準
を下回っており健全な財政運営で
す。

将来負担比率
（一般会計等が将来負担すべき
実質的な負債の標準財政規模に
対する比率）

103.8% 350.0% 将来負担比率は、早期健全化基準を
下回っており健全な財政運営です。

資金不足比率 (経営健全化基準) 資金不足比率は、各公営企業会計に
資金不足が生じていないため、本比
率はなしとなります。

(資金不足比率は、経営健全化基準により判断され、資
金不足が生じた各公営企業会計の各事業規模に対する
資金不足の比率を表します）

上水道事業 － 20.0%

公共下水道事業 － 20.0%

農業集落排水事業 － 20.0%

簡易水道事業 20.0%

※上記判断比率中４指標（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）については、法
律第３条第１項によるものであり、資金不足比率については、法律第22条第１項によるものです。

※実質赤字比率および連結実質赤字比率の早期健全化判断比率は、各自治体の標準財政規模に応じて各自治体ご
とに異なります。

※上記表中対象となる比率が算定されない場合は、「－」と表示しています。

■早期健全化基準または財政再生基準に達した場合
　財政健全化判断比率が、４指標のうち１つでも早期健全化基準を超えれば早期健全化団体にな
り、財政再生基準を超えれば財政再生団体となります。
　早期健全化団体となった場合は、議会の議決を経て「財政健全化計画」を策定し、自主的な改
善努力による財政健全化に取り組むことになります。
　さらに比率が悪化し、財政再生団体となった場合は、議会の議決を経て「財政再生計画」を策
定し、国および県の強力な関与による確実な財政再生に取り組むことになります。

■経営健全化基準に達した場合
　資金不足比率が、経営健全化基準に達した場合は、経営健全化団体となり、その公営企業は議
会の議決を経て「経営健全化計画」を策定し、公営企業の経営健全化に取り組むことになります。

■問合せ　役場 財政課　℡ 0176-56-3111または℡ 0175-63-2111
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平成26年度自衛官募集のご案内
募集種目 応募資格（募集要項に記載） 受付期間 試験期日 試験場所（予定）

自衛官候補生 男子 18歳以上
27歳未満

年間を通じて
行っております。

受付時にお知ら
せします。 受付時にお知らせいたします。

陸上自衛隊 
高等工科学校生徒 

（推薦）
男子

中卒（見込含）17
歳未満の者で学校
長が推薦できる者

11月１日（土）
～

12月５日（金）

27年１月10～12日
※いずれか１日
を指定されます。

陸上自衛隊
高等工科学校

陸上自衛隊 
高等工科学校生徒 

（推薦）
男子

男子で中卒
（見込含）

17歳未満の者

11月１日（土）
～

27年１月29日（木）

１次：
27年１月24日

２次：
27年２月５～８日

受付時にお知らせいたします。

◎　応募資格年齢の起算日は、募集種目ごとに異なっていますので、それぞれの募集要項で確認してください。
◎　詳細については、下記までお問い合わせ下さい。
〒033－0037　 三沢市松園町三丁目６－16　中野プラザビル２Ｆ（ユニバース松園店隣）
　　　　　　　　　自衛隊青森地方協力本部　三沢募集案内所
　　　　　　　　　電話、ＦＡＸ　0176－53－1346　（平日08：45～17：30）
　　　　　　　　　e-mail ： aomori.pco.misawa@rct.gsdf.mod.go.jp

　浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化するため、適正な管理が必要です。そのため、浄化槽

法では次のことが義務付けられています。

　①定期的な保守点検

　②年１回の清掃

　③法定検査の受検（使用開始後及び年１回）　

　法定検査は、浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかを判定するも

ので、一般社団法人青森県浄化槽検査センター（電話017－726－9500）が行います。

　また、浄化槽の使用開始時や廃止時、所有者の変更時などには、八戸環境管理事務所（電話0178－27－

5111）への届出等が必要です。

　交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるものの、平成25年の事故発生件数は約63万件、死傷者
数は約79万人と、国民の誰もが交通事故の加害者にも被害者にもなり得るきわめて深刻な状況となって
おります。
　交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっても加害者にとっても悲惨な結果をもたらすもの
です。
　自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・バイク１台ごとに加入が義務付けられており、加害者の賠償責
任を担保することで、被害者の基本的な賠償を保障する制度であり、被害者の救済を目的としています。
　一人一人が、より一層自賠責制度の役割や重要性、保険金・共済金の支払いのしくみなどを十分に理
解・認識することがとても大切です。

浄化槽を正しく使いましょう

自賠責保険・自賠責共済のご案内

■問 合 せ　東北運輸局青森運輸支局輸送・監査部門　℡ 017-739-1502
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いざというときのための感染対策と連携

水痘及び成人用肺炎球菌ワクチン定期接種化のお知らせ

　ウイルス感染が流行している昨今、各分野では流行の情報収集や情報提供、また感染対策はど
のようなことをしているのだろうか。各分野の取り組みを知り、健康危機管理に対する連携を強
化していくきっかけとして、ぜひご参加ください。
　【日　　時】　　11月８日（土）　13：30～15：30
　【対　象　者】　　上十三管内の看護･介護職（看護協会員、非会員は問いません）
　【開催場所】　　青森原燃テクノロジーセンター（東北町）
　【内　　容】　　パネリストによる事例等の発表やブラックライトによる手洗い評価の実演

■問 合 せ　三沢市立三沢病院　℡ 0176-53-2161

　このたび予防接種法施行令等の一部が改正され、平成26年10月１日から水痘及び成人用肺炎球
菌ワクチンの予防接種が定期接種となります。東北町の実施については下記のとおりです。

水痘の予防接種について
定期接種対象者及び接種期間、接種回数など
　⑴　１歳の誕生日から３歳の誕生日の前日までのお子さん

接　種　期　間 接種回数 標準的な接種時期と接種間隔

平成26年10月１日以降通年 ２回
１回目 生後12月から生後15月に達するまで
２回目 １回目接種後６ヵ月から12ヵ月の間隔をおいて接種

　⑵　３歳から５歳の誕生日の前日までのお子さん【経過措置対象者※】
定期接種【経過措置】を実施する期間 接種回数 ※経過措置対象者

平成27年度３月31日まで １回 経過措置は平成26年度のみとなります
　⑶　その他
　　・すでに水痘にかかったことがある方は対象外となります。
　　 ・ 任意接種としてすでに水痘ワクチンの接種を受けたことがある方は、接種した回数分の接

種を受けた者とみなします。

成人用肺炎球菌の予防接種について
定期接種対象者
⑴ 　平成27年３月31日現在で65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳及び100歳以上の方で、

一度も肺炎球菌ワクチンの接種を受けていない方
⑵ 　60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウィル

スによる免疫の機能に障害を有する方
接種期間
　平成26年10月１日から平成26年10月31日まで
※対象者には９月下旬に予診票を郵送しております。

※ご不明な点については役場保健衛生課までご連絡下さい。
■問 合 せ　役場保健衛生課　℡ 0175-63-2001又は0176-56-2933
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平成 26年度（下半期）犬の登録及び狂犬病予防注射日程表（東北地区） 

 

東北地区日程表 

期日 対 象 地 区 実 施 場 所 実 施 時 間 

 

 

 

 

10 

月 

22 

日 

(水) 

淋代・横沢・数牛 淋代地区生涯学習センター前 9：00～ 9：10 

美須々・豊瀬・柵・豊畑 良波修理工場前 9：15～ 9：20 

五十嵐・豊前・大池 浜田要一郎宅前 9：25～ 9：35 

水喰・中村・切左坂 水喰地区学習等供用センター前 9：40～ 9：50 

野田頭・浜台 平成館前（集会所） 9：55～10：05 

滝沢・巴蘭・旭・狼ノ沢 滝沢集会所前 10：10～10：20 

甲地・蒼前 甲地中央公園 10：25～10：35 

外蛯沢 新風館前（集会所） 10：45～10：55 

内蛯沢 内蛯沢集会所前 10：50～11：10 

田ノ沢 沼田硬一郎宅前 13：20～13：30 

舟ヶ沢・徳万館 舟ヶ沢地区生涯学習センター前 13：35～13：45 

鶴ヶ崎 鶴ヶ崎スタンド前 13：50～14：00 

蓼内・土橋・長久保 蓼内研修センター前 14：05～14：15 

 

 

10 

月 

23 

日 

(木) 

宇道坂・添ノ沢 大久保昭夫宅前 9：00～ 9：10 

上清水目・下清水目 清水目地区生涯学習センター前 9：15～ 9：25 

千曳・上板橋・南平・向平 千曳地区学習等供用センター前 9：30～ 9：40 

北栄・夫雑原・林口・上畑 北栄トラクター利用組合前 9：45～ 9：55 

向旗屋・大向旗屋・大旗屋 （株）桜井組構内 10：00～10：10 

寒水 寒水地区生涯学習センター前 10：15～10：20 

輝ヶ丘・枋木 輝酪館前（集会所） 10：25～10：30 

萠出・細津・切左坂 萠出中央Ｔ字路 10：35～10：40 

乙部 彩幸館前（集会所） 10：45～10：50 

保戸沢 保戸沢屯所前 10：55～11：05 

 

10 

月 

26 

日 

(日) 

栄町・坂下町 坂下・栄町集会所前 13：15～13：25 

本町・明美・桜木町・馬込 中央公民館駐車場 13：30～13：40 

乙供・舘花 第 1分団屯所前 13：45～13：55 

緑町 緑町集会所前 14：00～14：10 

表町 Aコープとうほく店横（松林） 14：15～14：25 

新町・及び割当て地区ででき

なかった方 
東北町保健福祉センター前 14：30～14：50 

東北町保健福祉センター（電話 0175-63-2001） 

平成26年度（下半期）犬の登録及び　 狂犬病予防注射接種のお知らせ

■問 合 せ　東北町保健福祉センター　　　℡ 0175-63-2001　　　　　　　　
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※どこで接種してもよろしいです。 

平成 26年度（下半期）犬の登録及び狂犬病予防注射日程表（上北地区） 

 

上北地区日程表 

期日 対 象 地 区 実 施 場 所 実 施 時 間 

 

 

 

 

10 

月 

24 

日 

(金) 

大字新舘地区 新舘集会所前 9：20～ 9：35 

大浦 大浦集会所前 9：45～10：00 

徳万才・中岫平 大浦地区学習等供用センター前 10：10～10：25 

才市田・境ノ沢 才市田集会所前 10：30～10：40 

大洞 大洞集会所前 10：50～11：00 

新山 新山ふれあい館前 11：05～11：20 

虫神 虫神集会所前 13：20～13：30 

菩提寺 菩提寺集会所前 13：35～13：45 

小川原・向山 小川原コミュニティセンター前 13：55～14：10 

沼崎本村 沼崎集会所前 14：15～14：30 

花向町・豊田 花向町集会所前 14：40～14：50 

上野 南農村環境改善センター前 15：00～15：15 

10 

月 

26 

日 

(日) 

旭町・栄沼 旭町コミュニティセンター前 9：15～ 9：30 

南町 南町集会所前 9：35～ 9：50 

本町 旧上北駐在所跡地 9：55～10：10 

栄町 栄町集会所前 10：15～10：30 

新町・割当て地区で 

できなかった方 
上北保健福祉センター前 10：35～11：00 

 

東北町保健福祉センター（電話 0175-63-2001） 

  ※どこで接種してもよろしいです。 

平成26年度（下半期）犬の登録及び　 狂犬病予防注射接種のお知らせ
　日程表のとおり狂犬病予防注射を実施しますので春に接種していない、すべての飼い犬（生後90日未満の犬を
除く）は接種するようお願いします。
（注意事項）　
①日程のない町内及び指定の日時に都合つかない方は、接種できる日時に最寄りの場所で接種して下さい。
　また、接種時間について作業上多少の変更がありますのでご了承願います。
②登録・予防注射の料金は下記のとおりですが、登録済みの飼い犬については、予防注射料金のみとなります。
③動物病院等で狂犬病予防接種を受けた犬は、接種の必要ありません。（この場合、動物病院等で発行してい
　る狂犬病予防注射済証を役場へ提出してください。）
（料　金　表）

犬 登 録 手 数 料 3,000円 新規登録の場合
予 防 注 射 料 金 3,100円 予防接種のみ（26年度）
合 計 6,100円 新規登録と予防接種の場合
注 射 済 票 代 550円 動物病院等で接種の場合
④予防注射料金が3,000円から3,100円に変更となっておりますので、ご注意ください。
⑤犬の登録と年に１度の狂犬病予防接種は法律で定められた飼い主の義務です。
⑥違反者は、20万円以下の罰金の対象となります。

■問 合 せ　東北町保健福祉センター　　　℡ 0175-63-2001　　　　　　　　
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　東北町テレビの番組表は、テレビリ
モコンの「番組表」ボタンで確認する
こともできます。
　毎日、番組放送内容をずらして放送
いたしますので、その日の放送番組
は、テレビリモコンの「番組表」で確
認してください。
　なお、放送内容は変更となる場合が
ありますので、ご了承ください。

【問】役場 企画課
　℡0176-56-3111または
　℡0175-63-2111

地デジ11チャンネル 東北町テレビ 10月の番組表

番組内容
■ニュースフラッシュとうほく＆お知
らせ＆広報とうほくテレビ版　町の出
来事の紹介およびイベント情報などの
お知らせ（放送時間30分）
■東北町魅力映像総集編　ネット配信
している東北町の映像を紹介
■アロハ フラinおがわら湖2014
東北町湖水まつりで行なわれたアロハ 
フラinおがわら湖の模様（放送時間30分）
■おがわら湖Yosakoi2014前編/後編
東北町湖水まつりで行なわれたおがわ
ら湖Yosakoi2013の模様（放送時間30分）
■イベントチャンネル　町内のイベン
トの模様
①2013東北町日の本中央まつり
　（放送時間30分）
②2013生き活き産業文化まつり
　（放送時間30分）
③2014東北町湖水まつり
　（放送時間30分）
④2014東北町秋まつり【新】
　（放送時間30分）
■小川原湖の水景（提供：国土交通省）
小川原湖の四季折々の景色（放送時間
30分）
■サイエンスチャンネル　アスリート
解体新書（放送時間30分）

番号 番　　　　組
放送開始（６：00）

① ニュースフラッシュとうほく＆
お知らせ＆広報とうほくテレビ版

② イベントチャンネル④
③ サイエンスチャンネル
④ アロハ フラinおがわら湖2014

⑤ ニュースフラッシュとうほく＆
お知らせ＆広報とうほくテレビ版

⑥ イベントチャンネル③
⑦ 東北町魅力映像総集編
⑧ イベントチャンネル④

⑨ ニュースフラッシュとうほく＆
お知らせ＆広報とうほくテレビ版

⑩ サイエンスチャンネル
⑪ イベントチャンネル③
⑫ イベントチャンネル②

⑬ ニュースフラッシュとうほく＆
お知らせ＆広報とうほくテレビ版

⑭ イベントチャンネル①
⑮ イベントチャンネル④
⑯ 小川原湖の水景

⑰ ニュースフラッシュとうほく＆
お知らせ＆広報とうほくテレビ版

⑱ イベントチャンネル③
⑲ アロハ フラinおがわら湖2014
⑳ サイエンスチャンネル

� ニュースフラッシュとうほく＆
お知らせ＆広報とうほくテレビ版

� イベントチャンネル④
� 小川原湖の水景
� おがわら湖Yosakoi2014前編

� ニュースフラッシュとうほく＆
お知らせ＆広報とうほくテレビ版

� おがわら湖Yosakoi2014後編
� サイエンスチャンネル
� イベントチャンネル③

� ニュースフラッシュとうほく＆
お知らせ＆広報とうほくテレビ版

� 小川原湖の水景
� イベントチャンネル④
� 東北町魅力映像総集編

放送終了（22：00）
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○時間　午前10時～
　　　　午後３時
○場所　健康福祉センター

10月20日（月）

○時間　午前10時～正午
○場所　東北町役場
　　　　本庁舎３階和室

11月４日（火）

【問】役場 福祉課
℡ 0176-56-3111または
℡ 0175-63-2111

～人権、行政相談～

11月４日は
障害者相談

も行われます

秋の火災予防運動を

実施します

　10月20日から26日までの７日
間、県下一斉に「秋の火災予防
運動」が行われます。
　これからは、日増しに寒くな
り火を取扱う機会が多くなりま
す。ちょっとした油断や取扱い
の不注意が火災の原因になるこ
とがあります。尊い命や貴重な
財産を失うことのないよう、も
しものときに備え、住宅用火災
警報機を取り付けていないご家
庭は、早めの設置をお願いいた
します。
　なお、10月20日㊊は、消防車
両によるパレードを行いますの
で、火災と間違わないようにし
て下さい。

◆全国統一標語

　もういいかい
火を消すまでは

まあだだよ　

【問】中部上北広域事業組合消
　　　防本部　℡ 0176-62-3142

油の流出事故にご注意

　毎年、一般家庭や事業所の
ホームタンクから灯油などが漏
れて川や水路に流出する事故が
発生しています。
　ちょっとした不注意が油流出
事故につながることが多いので、
油漏れ等には充分注意しましょ
う。油漏れを起こした場合や発
見した場合は、直ちに下記まで
ご連絡ください。
【問】役場 保健衛生課
　　　℡ 0176-56-2933または
　　　℡ 0175-63-2001

道路漏水の情報提供を

　晴天なのに道路に水がたまっ
ていたり、水気のないところが
濡れている場合などは、水道水
が漏水している可能性がありま
す。発見した場合はご連絡をお
願いいたします。
【問】役場 水道課
　　　℡ 0176-58-1061

不正軽油の防止について

　灯油や重油などを混ぜた不正
軽油の製造、販売および使用等
は脱税行為であり、10年以下の
懲役等に処せられます。
　不正軽油は絶対に「作らない、
売らない、買わない、使わな
い」でください。
　また、次のような不正軽油に
関する情報がありましたらご連
絡ください。
◆安い軽油を売り込みにきた。
◆ 不審な施設（場所）にタンクロー

リーが頻繁に出入りしている。
【問】県民局県税部課税課
　　　℡ 0176-22-8111

行政、人権、心配ごと

合同相談所を開設します

　10月20日から26日までの「行
政相談週間」にちなんで、行政
問題、人権問題、心配ごとにつ
いて合同相談所を開設します。
　毎日の生活の中で、行政に関
する苦情や要望、人権（相続、
いじめ等）、心配ごとについて、
それぞれの委員が秘密を守って
親切にお聞きし、その解決の促
進に協力します。
　相談は無料ですので、お気軽
にご利用ください。
◆日　時…10月20日（月）
　　　　　午前10時～午後３時
◆場　所…町保健福祉センター
◆相談員…�○行政相談員○人権

擁護委員○心配ごと
相談員○青森行政評
価事務所係官

【問】役場 総務課
　　　℡ 0176-56-3111または
　　　℡ 0175-63-2111

今月の

と　き：10月18日(土)
　　　　　　午後２時～
ところ：町立図書館
　　　　　乙供分室
� （中央公民館内）
問合せ：町立図書館
　　　　℡0176-56-2261

おはなし会
















